
　　　　【Ａｃｔｉｏｎ】改善

活動指標

区
分

27年度 28年度 29年度

周産期医療体制
の維持・確保

単

年

度

目

標
現状
維持

現状
維持

現状
維持

決
算

【現状値】

維持・確保
（H26年度）

予
算
1,665,286

【目標】

現状維持

周産期医療体制
の維持・充実

単

年

度

目

標

現状値
同水準

前年度比
同水準

前年度
比同水
準

決
算

9,993

【現状値】

現状
維持

予
算

10,000

【目標】

       現状維持

小児救急医療体
制の維持・確保

単

年

度

目

標
現状
維持

現状
維持

現状
維持

決
算

【現状値】

維持・確保
（H26年度）

現状値
同水準

現状値
同水準

予
算

983,243

【目標】

現状維持

小児救急医療体
制の維持・充実

単

年

度

目

標
現状値
同水準

前年度比
同水準

前年度
比同水
準

決
算

【現状値】

・小児先進都市づ
くり会議、小児救
急医療ワーク
ショップの開催

現状
維持

予
算

4,035

【目標】

現状維持

担当課

※太字が評
価を記載した

課

維持
確保

・小児救急医療ワークショップは、参加
者からの要望が多い実践的な演習を
増やすなど、よりニーズに合った内容
となるよう検討していく。

100%

100%

現状
維持

100%

「元気発進！子どもプラン（第２次計画）」個別事業の評価一覧

事　　　　　　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　評　　　　　　　　　　　　　　　価  　 予　　　　　算

病院・経営課
保福・

地域医療課

1,451,538

総合周産期
母子医療セ
ンター

病院・経営課

保福・
地域医療課

1

①必要な医師の確保
や必要な医療器械の
更新などを行い、小
児救急センターにお
ける２４時間体制での
小児救急医療の提供
を行った。

・小児先進都市づくり会議では、医療
関係者、学校関係者及び行政関係者
が一堂に会し、より充実した小児救急
医療体制を目指し、課題等について意
見交換を行った。

・小児救急医療ワークショップには、毎
年、全国から多くの医療関係者が参加
し、全国的に評価の高い本市の小児
救急医療体制をPRするとともに、医療
関係者の技術向上を図ることができ
た。

100%

小児救急医療
体制の維持・
確保

28

　 軽症から重症患者までの救急医療を
提供する小児救急センター（市立八幡
病院に併設）を含め、４つの医療機関が
２４時間体制で小児の救急患者を受け
入れる体制を維持・確保するとともに、
市内の小児科に関わる医療機関との連
携を図る。
　 また、小児医療関係者と協議を行
い、小児救急や虐待防止など小児医療
に関する先進都市を目指す。

・小児医療先進都
市づくり会議やネッ
トワーク部会などを
適時必要に応じて
開催する。

・小児救急医療
ワークショップにつ
いては、より小児医
療関係者のニーズ
に沿った内容とな
るよう関係者と協
議する。

100%

①小児先進都市づくり
会議の開催

②小児救急医療ワー
クショップの開催

①小児医療先進都市
づくり会議の開催
【主な協議事項】
・専門医レジデント制
度
・産科連携体制
・ペリネイタルビジット
事業

②小児救急医療ワー
クショップの開催
【主な演題】
・小児救急医療と障
がい児医療
・子どものバイタルサ
インを科学しよう

計

画

目

標

達

成

率

達
成
率

単

年

度

実

績

計

画

目

標

達

成

率

100%

・引き続き、必要な
医師の確保や必要
な医療器械の更新
などにより、医療体
制（２４時間体制）
の確保に努める。

①北九州市では、市内
の小児科を有する医療
機関との連携を図り、
小児救急医療体制を
整備している。このう
ち、市立八幡病院で
は、同体制の中心とな
る小児救急センターを
設置しており、このセン
ターでの小児救急医療
の提供のため、必要な
医師の確保や必要な
医療器械の更新などを
行う。

単

年

度

実

績

100%

達
成
率

100%

達
成
率

100% 100%

現状
維持

・周産期母子医療センター等４病院を
中核とした産科連携体制が維持されて
いる。

・市医師会への補助金助成により、研
修医の受入を行うなどした病院の負担
軽減や周産期医療講習会等が開催で
き、医師確保や周産期医療体制の充
実へとつながっている。

100%

単

年

度

実

績
維持
確保

計

画

目

標

達

成

率
100% 100%

予算

評価の理由
（分析）

次年度以降の課題や改善内容
予算

事務事業名
備考

決算額・
次年度予算額
【千円】

評価事業名 事業概要
前年度の評価を踏まえての

改善
２８年度の
事業計画

大変
順調

■　施策（２） 母子医療

【Ｐｌａｎ】計画 【Ｄｏ】実施 【Ｃｈｅcｋ】評価

柱
番号

事業
番号

大変
順調

２８年度の主な実績

100%

・必要な医師の確保や必要な医療器
械の更新などを行い、総合周産期母
子医療センターにおける２４時間体制
での周産期医療の提供を行うことがで
きたため。

・引き続き、助成等を行うことにより、
周産期に関する専門的な医療の提供
及び医師の確保を図り、医療体制を充
実していく。

小児医療先
進都市づくり
事業

達
成
率

3,468

病院・経営課
保福・

地域医療課

産婦人科・小
児科臨床研
修医支援等
事業

病院・経営課

保福・
地域医療課

100% 100%

単

年

度

実

績

956,885

小児救急セ
ンター

・必要な医師の確保や必要な医療器
械の更新などを行い、小児救急セン
ターにおける２４時間体制での小児救
急医療の提供を行うことができたた
め。

・必要な医師の確保や必要な医療器
械の更新などにより、医療体制（２４時
間体制）の確保に努める

271

・必要な医師の確保や必要な医療器
械の更新などにより、医療体制（２４時
間体制）の確保に努める。

計

画

目

標

達

成

率

①周産期母子医療セ
ンター等４病院を中
核とした産科連携体
制の維持

②市医師会への補助
金交付により、周産
期母子医療協議会や
講習会が開催された
ほか、研修医の研修
制度充実が図られ
た。

周産期医療体
制の維持・確
保

①必要な医師の確保
や必要な医療器械の
更新などを行い、総
合周産期母子医療セ
ンターにおける２４時
間体制での周産期医
療の提供を行った。

①北九州市では、分娩
を行う病院の減少に適
切に対応するため、産
科連携体制を整備して
いる。このうち、市立医
療センターでは、ハイリ
スク分娩等を受け入れ
るために総合周産期
母子医療センターを設
置しており、このセン
ターでの周産期医療の
提供のため、必要な医
師の確保や必要な医
療器械の更新などを行
う。

・引き続き、必要な
医師の確保や必要
な医療器械の更新
などにより、医療体
制（２４時間体制）
の確保に努める。

　 母親が安心して出産し、子ども達が
健やかに成長できるよう市内の周産期
に関わる医療機関による産科連携体制
の下、総合周産期母子医療センター等
の４つの基幹病院を中核として、リスク
の高い分娩や高度な治療が必要な新
生児に対する専門的な医療を提供す
る。
　 また、北九州市医師会が行う医師確
保に関する事業への支援を行い、産科
等医師の安定的な確保に努める。

・周産期母子医療
センター等４病院
を中核とした産科
連携体制の維持
・市医師会への助
成

【施策２】
1／2



　　　　【Ａｃｔｉｏｎ】改善

活動指標

区
分

27年度 28年度 29年度

担当課

※太字が評
価を記載した

課

事　　　　　　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　評　　　　　　　　　　　　　　　価  　 予　　　　　算

予算

評価の理由
（分析）

次年度以降の課題や改善内容
予算

事務事業名
備考

決算額・
次年度予算額
【千円】

評価事業名 事業概要
前年度の評価を踏まえての

改善
２８年度の
事業計画

■　施策（２） 母子医療

【Ｐｌａｎ】計画 【Ｄｏ】実施 【Ｃｈｅcｋ】評価

柱
番号

事業
番号

２８年度の主な実績

医療費支給制度
の維持

単

年

度

目

標 － － －
決
算
2,804,812

【現状値】

2,449,381,872円
（H26年度）

2,419,965,876円
予
算
3,154,000

【目標】

小児慢性特定疾
患医療の給付人
数

単

年

度

目

標 － － －
決
算

268,810

【現状値】

695人
（H26年度）

785人 752人
予
算

287,388

【目標】

麻しん・風しん接
種者数

単

年

度

目

標

前年度
（15,929
人）比同水
準

前年度比
同水準

前年度
比同水
準

決
算
2,548,623

【現状値】

15,929人
(H26年度）

予
算
2,653,699

【目標】

現状維持

不妊の専門相談
件数

単

年

度

目

標

現状値
比増

前年度比
増

前年度
比増

決
算

150,300

【現状値】

428件
（H25年度）

予
算

147,264

【目標】

増加

15,099人

保福・
保健衛生課

単

年

度

実

績 15,312人

順調

単

年

度

実

績
2,663,567,806円

定期予防接
種事業
定期健康診
断・予防接種
事業（結核）

計

画

目

標

達

成

率
80.8% 64.3%

特定不妊治
療費助成事
業

※法令等に基づく
制度執行である
ため、目標値なし

79.5%

計

画

目

標

達

成

率
94.8% 95.40%

接種率：95.4%
＜接種者数：15,312
人＞

2 31 予防接種事業

子家・
子育て支援
課

順調

・助成件数は減少したが、助成額や男
性不妊治療への助成拡充等実施して
おり、「順調」とした。

・相談件数の減少については、不妊治
療に関する情報の充実等が要因と考
えられる。

・今後も、治療費の助成や、相談事業
に係る周知を行い、継続して事業を実
施する。

達
成
率

80.8%

346件
単

年

度

実

績 275件

3 32

不妊に悩む方
への特定治療
支援事業およ
び不妊等専門
相談

　不妊に悩む夫婦が、経済的理由で不
妊治療を断念することがないよう、医療
費が高額な特定不妊治療に要する費
用の一部を助成し、経済的負担の軽減
を図る。
　また、専門相談窓口を設置し、不妊の
要因について啓発普及を推進するとと
もに、不妊に関するさまざまな相談に応
じることで、心身の悩みを軽減する。
　今後は不妊の専門相談に加え、不育
症の相談にも応じる。

・平成２７年１月に
特定不妊治療助成
の制度改正が行わ
れたことから、新制
度について事業の
周知を図る。

・相談を受ける専
門職のスキルアッ
プや不妊に悩む方
の交流会等を実施
する。

・不妊に関する情
報の普及啓発に努
める。

①特定不妊治療費の
助成

②不妊相談対応

①776件

②275件

国の目標値である95%以上の接種率を
達成しているため。

・現状どおりの接種率を維持するため
に、生後2か月後の郵送での予診票送
付・就学前健診時のチラシ配付・小学
校を通じての接種勧奨チラシ配付など
の積極的勧奨を継続する。

・2期の未接種者については、10月及
び2月に勧奨ハガキを個別送付するな
ど、接種勧奨を継続していく。

－ －

母子公費負
担医療費助
成

妊娠中の疾病や心身障害児等の重症
化を抑制するとともに、保護者の経済
的負担の軽減を図るため、事業を継
続実施する。

 予防接種法に定められた対象疾病の
うち、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリ
オ混合、ジフテリア・百日せき・破傷風
混合、ジフテリア・破傷風混合、麻しん・
風しん混合、日本脳炎、結核、ヒブ感染
症、小児用肺炎球菌感染症、ヒトパピ
ローマウイルス感染症（子宮頸がん）、
水痘、高齢者用肺炎球菌、高齢者イン
フルエンザのワクチン接種を各医療機
関で行い、その接種率の向上を図る。
　また、感染症から子どもを守り、安心
して子どもを生み育てる環境づくりのた
め、定期予防接種について理解を深め
る。

達
成
率

94.8% 95.40%

順調

子家・
子育て支援
課

単

年

度

実

績

達
成
率

－

・公費助成を行うことで、経済的負担を
軽減し、妊娠中の疾病や心身障害児
等の重症化を抑制できている。

計

画

目

標

達

成

率

子ども医療費
支給事業

子家・
子育て支援
課

－

・平成２８年１０月から、「小学校就学
前」までとなっていた通院医療費の助
成対象を「小学校６年生まで」に拡充し
た。

・制度を維持することで、経済面におけ
る子育ての悩みを軽減できていると考
えられることから、施策に対する効果
は高い。

子どもの健康の保持とすこやかな育成
を図るため、現行制度を継続して実施
する。－

順調
－

・麻しん・風しん接
種対象者に対する
予診票や接種のお
知らせの個別送付
を継続する。

・予防接種台帳シ
ステムを活用した、
未接種者の把握・
積極的勧奨を継続
する。

①麻しん・風しん接種
　・接種率95%以上
　・接種者数15,253人

1 29

子ども医療費
支給事業

（旧：乳幼児等
医療費支給事
業）

　乳幼児等の健康の保持と健やかな育
成を図るため、乳幼児等の保険診療に
よる医療費の自己負担額を助成する。

※平成28年10月より、事業名を変更。

平成２８年１０月か
ら、「小学校就学
前」までとなってい
た通院医療費の助
成対象を「小学校６
年生まで」に拡充
する。

－

－

1 30
母子公費負担
医療費助成

　妊娠中の疾病や未熟児・心身障害児
の重症化を抑制するとともに、保護者
の医療費負担の軽減などを図るため、
医療費の公費負担等を行う。また、保
護者の心身の負担軽減や療育生活の
充実を図るため、家庭訪問等による支
援を実施する。
　また、小児慢性特定疾病に対する医
療費助成を拡充し、専門員による自立
支援を行う。

・疾病や未熟児、
心身障害児の重症
化を抑制するととも
に、保護者の経済
的負担の軽減を図
るため、事業を継
続実施する。

①小児慢性特定疾病
医療費の給付

②自立支援医療（育成
医療）の給付

③未熟児養育医療の
給付

①医療費の支給
達
成
率

①医療費：
2,663,567,806円

②平成28年10月よ
り、対象年齢を拡大

計

画

目

標

達

成

率

①752人

②195人

③203人

※国の要綱に基
づく制度執行であ
るため、目標値な
し

【施策２】
2／2


